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別表三の二付表二 

 「連結特定同族会社の連結留保金額に対する税額の個別帰属額の計算に

関する明細書」 
 

 

  この明細書は、特定同族会社に該当する連結親法人が法第81条の13((連結特定同族会社の特別税

率))の規定の適用を受ける場合に各連結法人ごとに記載し、連結留保金額に対する税額のうち各連

結法人の個別帰属額を計算するために使用します。 

 

 

欄 記  載  要  領 注 意 事 項 

「法人名」  連結親法人の法人名を記載し、括弧の中には

連結留保金額に対する税額の個別帰属額の計算

を行う連結法人の法人名を記載します。 

 

「連結個別留保税額の計

算」の「５」及び「６」 

 「   

12 」
の分子には、連結親法人事業年度の 

月数（暦に従って計算し、１月未満の端数は

切り上げます。）を記載します。 

 

「連結法人間配当等の当期

支払額12」 

 その支払に係る基準日（その定めがない場合

には、その支払に係る効力が生ずる日。以下同

じです。）にその連結法人との間に連結完全支

配関係がある他の内国法人に当期に支払う令第

155条の23第１項((連結留保金額から控除する金

額等))に規定する配当等の額（適格現物分配に

係るものを含みます。）を記載します。 

 

「連結法人間配当等の当期

受取額13」 

 その支払に係る基準日にその連結法人との間

に連結完全支配関係がある他の内国法人から当

期に受け取る令第155条の23第１項に規定する

配当等の額を記載します。 

 

「当期末配当等の額（連結

法 人 間 配 当 等 の 額 を 除

く。）15」 

 剰余金の配当又は利益の配当（その支払に係

る基準日が当期に属するものでその支払に係る

決議の日が当該連結事業年度終了の日の翌日か

ら当期に係る決算の確定の日までの期間にある

ものに限り、当該基準日に当該連結法人との間

に連結完全支配関係がある他の内国法人に支払

うものを除きます。）により減少する連結個別

利益積立金額を記載します。 

 

「連結留保税額の個別帰属

額がないものとした場合に

法人税及び地方法人税の減

少額として帰せられる金額

16」 

 次の⑴及び⑵の金額の合計額を記載します。 

⑴ 「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属

額の届出書」の「差引連結法人税個別帰属額

４」＋「連結納税の承認を取り消された場合

等における既に控除された連結法人税額の特

別控除額の加算額の個別帰属額５」＋「同上

に対する税額７」＋「連結法人税個別帰属額

計10」の外書－「個別控除税額11」－「連結

欠損金の繰戻しによる還付金の個別帰属額

 

１ この明細書の用途 

２ 各欄の記載要領 
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欄 記  載  要  領 注 意 事 項 

13」により計算した金額がマイナス(△)にな

る場合のその金額 

⑵ 「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属

額の届出書付表」の「算出連結法人税個別帰

属額に係る連結地方法人税個別帰属額１」－

「減算調整額３」＋「連結納税の承認を取り

消された場合等における既に控除された連結

法人税額の特別控除額の加算額の個別帰属額

に係る連結地方法人税個別帰属額６」＋「土

地譲渡税額の個別帰属額に係る連結地方法人

税個別帰属額７」＋「加算調整額８」の外書

により計算した金額がマイナス(△)になる場

合のその金額 

「連結留保税額の個別帰属

額がないものとした場合に

法人税及び地方法人税の負

担額として帰せられる金額

17」 

 次の⑴及び⑵の金額の合計額を記載します。 

⑴ 「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属

額の届出書」の「差引連結法人税個別帰属額

４」＋「連結納税の承認を取り消された場合

等における既に控除された連結法人税額の特

別控除額の加算額の個別帰属額５」＋「同上

に対する税額７」＋「連結法人税個別帰属額

計10」の外書－「個別控除税額11」－「連結

欠損金の繰戻しによる還付金の個別帰属額

13」により計算した金額がプラスになる場合

のその金額 

⑵ 「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属

額の届出書付表」の「算出連結法人税個別帰

属額に係る連結地方法人税個別帰属額１」－

「減算調整額３」＋「連結納税の承認を取り

消された場合等における既に控除された連結

法人税額の特別控除額の加算額の個別帰属額

に係る連結地方法人税個別帰属額６」＋「土

地譲渡税額の個別帰属額に係る連結地方法人

税個別帰属額７」＋「加算調整額８」の外書

により計算した金額がプラスになる場合のそ

の金額 

 

「 別 表 一 の 二 「 ５ 」 ＋

「７」及び「10の外書」の

うち帰せられる金額24」 

 平成28年改正前の措置法（以下「平成28年旧

措置法」といいます。）第68条の14第５項((国家

戦略特別区域において機械等を取得した場合の

特別償却等又は法人税額の特別控除))、平成28

年旧措置法第68条の15第５項((国際戦略総合特

別区域において機械等を取得した場合の特別償

却又は法人税額の特別控除))又は平成27年改正

前の措置法（以下「平成27年旧措置法」といい

ます。）第68条の９第11項((試験研究を行った場

合の法人税額の特別控除))の規定の適用がある

場合には、次の適用規定の区分に応じ、それぞ

れ次により計算した金額を記載します。 

⑴ 平成28年旧措置法第68条の14第５項……別
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欄 記  載  要  領 注 意 事 項 

表一の二「５」の金額から同項の規定の適用

を受ける金額を控除して計算した金額 

⑵ 平成28年旧措置法第68条の15第５項……別

表一の二「５」の金額から同項の規定の適用

を受ける金額を控除して計算した金額 

⑶ 平成27年旧措置法第68条の９第11項……別

表一の二「５」の金額から同条第１項から第

３項まで、平成27年旧措置法第68条の９の２

第１項((試験研究を行った場合の法人税額の

特別控除の特例))の規定により読み替えられ

た平成27年旧措置法第68条の９第１項から第

３項までの規定に係る部分の金額を控除して

計算した金額 

「個別所得金額に係る連結

法人税個別帰属額25」 

 「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額

の届出書」の「個別所得金額又は個別欠損金額

１」の金額がプラスである場合の「算出連結法

人税個別帰属額２」の金額を記載します。 

 「個別所得金額又は個

別欠損金額１」の金額が

ない場合又はマイナスで

ある場合は、この欄への

記載は要しません。 

「連結親法人が中小連結親

法人以外の場合26」、「連結

親法人が中小連結親法人の

場合27」 

 令第155条の25第１号((連結留保金額の計算上

控除する道府県民税及び市町村民税の額))に規

定する個別所得金額がない場合には、記載は要

しません。 

 

「住民税額 

((24)又は((26)又は(27))

のいずれか多い金額 )×

(16.3％又は10.4％) 28」 

 次の場合に応じ、それぞれ次により記載しま

す。 

⑴ 令第155条の25第１号に規定する個別所得

金額がない場合 

 ① 令和元年10月１日前に開始した連結事業

年度 

    （ (24)又は( (2６)又は (27))のいずれか多い金

額）×（16.3％又は10.4％） 

 ② 令和元年10月１日以後に開始する連結事

業年度 

（ (24)又は( (2６)又は (27))のいずれか多い金

額）×（16.3％又は10.4％） 

⑵ ⑴以外の場合 

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次により

計算した金額を記載します。 

① 連結親法人が措置法第68条の９第４項 

((試験研究を行った場合の法人税額の特別

控除))に規定する中小連結親法人に該当す

る場合 

  イ 令和元年10月１日前に開始した連結事

業年度 

    （ (24)又は( (2６)又は (27))のいずれか多い金

額）×（16.3％又は10.4％） 

  ロ 令和元年10月１日以後に開始する連結

事業年度 
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欄 記  載  要  領 注 意 事 項 

（(24)又は((2６)又は(27))のいずれか多い金

額）×（16.3％又は10.4％） 

 ② 連結親法人が中小連結親法人に該当しな

い場合 

イ 令和元年10月１日前に開始した連結事

業年度 

    （ (24)又は( (2６)又は (27))のいずれか多い金

額）×（16.3％又は10.4％） 

  ロ 令和元年10月１日以後に開始する連結

事業年度 

（ (24)又は( (2６)又は (27))のいずれか多い金

額）×（16.3％又は10.4％） 

「調整個別帰属地方税額に

係る控除額 

 

         ×20％ 

 

 

31」 

 次の場合に応じ、それぞれ次により記載しま

す。 

⑴ 令第155条の25第１号に規定する個別所得

金額がない場合 

 ① 令和元年10月１日前に開始した連結事業

年度 

 

 

 

② 令和元年10月１日以後に開始する連結事

業年度 

 

 

 

⑵ ⑴以外の場合 

① 令和元年10月１日前に開始した連結事業

年度 

 

 

 

② 令和元年10月１日以後に開始する連結事

業年度 

 

 

 

 

 
 

法81の18①一、令155の23、155の25、155の43 

３ 根拠条文 

((24)又は(30)のいず

れか多い金額)×

(16.3％又は

10.4％) 

×20％ 

((24)又は(30)のいずれか多い金額)

×(16.3％又は 10.4％) 

((24)又は(30)のいずれか多い金額)

×(16.3％又は 10.4％) 

((24)又は(30)のいずれか多い金額)

×(16.3％又は 10.4％) ×20％ 

×20％ 

((24)又は(30)のいずれか多い金額)

×（16.3%又は 10.4％） ×20％ 


